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１  策定の趣旨 

※1 ソーシャルキャピタル 

社会関係資本と訳される。個人間のつながりのことを指すものとされている。提唱者

によると、人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることので

きる、「信頼」、「規範」（お互い様、持ちつ持たれつ）、「ネットワーク」（人やグループの

間の絆）といった社会組織の特徴のこと。愛育会・食生活改善推進員会はこれを高める

ものである。 

 

※2 無医地区、無医地区に準じる地区 

 半径4㎞以内に50人以上が居住しているが、容易に医療機関を利用できない地区を

無医地区という。居住者50人未満などで無医地区の定義から外れるが同様な医療確

保が必要な地区を無医地区に準じる地区という。 

 

※3 へき地診療所 

 無医地区等における住民の医療を確保するために、へき地診療所設置基準により設

置された診療所。 

 

※4 救急病院 

 消防法に基づいた救急搬送を受け入れるための病院。知事が指定・告示する。救急

医療について相当の知識と経験を有する医師が常時診療に従事すること、救急医療を

行うために必要な施設・設備を有することが要件。 

 

※5 第二種感染症指定医療機関 

 感染症法第6条第15項に基づき、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患

者の医療を担当させる医療機関として知事が指定した病院。 

 

※6 感染症法第14条第1項に基づく指定届出機関 

感染症発生動向調査における定点医療機関のこと。病院又は診療所の中から知事

が指定する。五類感染症の一部及び 2～5類感染症の疑似症について週単位又は月

単位で届け出る。どの感染症の届出を担当するかによって、インフルエンザ定点、小

児科定点、眼科定点などに分類される。 

 

※7 エイズ治療拠点病院 

 「エイズ治療の拠点病院の整備について（通知）」（H5.7.28付け厚生省保健医療局長

通知）に基づき県が選定。総合的なエイズ診療を行う。 

 

※8 結核指定医療機関 

 感染症法第6条第16項に基づき、結核治療の公費負担医療を行う病院、診療所及び

薬局をいう。 

 

※9 地域がん診療連携拠点病院 

 専門的ながん医療を提供するとともに、各地域のがん診療の連携協力体制の整備や

がんに関する相談支援情報の提供を担っている病院。二次医療圏に一カ所程度整備

することとされており、厚生労働大臣が指定する。 

 

※10 肝疾患に関する専門医療機関 

 「肝疾患診療体制の整備について」（H19.4.19付け厚生労働省健康局長通知）に基づ

き、①専門的な知識を持った医師による診断と治療方針の決定が行われていること、

②インターフェロンなどの抗ウイルス療法を適切に実施できること、③肝がんの高危険

群の同定と早期診断を適切に実施できること、の三つの条件をすべて満たす医療機関

の中から県が指定したもの。 

 

※11 難病法第5条第1項に基づく指定医療機関 

 難病患者に対する医療の実態等を明らかにするため、医療費助成は、知事が指定し

た医療機関に限っている。 

 

※12 児童福祉法第6条の 2第2項に基づく指定医療機関 

 適正な医療費助成及び医療の質を担保する観点から、小児慢性特定疾病の医療費



 

 

 

助成は、知事が指定した医療機関に限っている。 

 

※13 難病医療協力病院 

 重症難病患者の入院施設として県が指定している医療機関。 

 

※14 災害拠点病院 

 災害時に被災地域（災害現場、医療救護所、診療所、病院）からの重症傷病者の受け

入れや広域搬送への対応等を行う。 

 

※15 基幹災害支援病院 

 基幹災害拠点病院（災害拠点病院のうち災害医療に従事する要員の訓練・研修機能

を有するもの。）の機能を支援する。 

 

※16 地域災害支援病院 

 災害時に災害拠点病院の機能を支援する。 

 

※17 へき地医療拠点病院 

 無医地区における巡回診療や、へき地診療所への医師派遣などを行う病院。 

 

※18 精神保健福祉法第19条の 8に基づく指定病院 

 措置入院（自傷他害のおそれのあると認められた患者に対し行われる入院）、緊急措

置入院（急速を要し、時間的余裕がない場合に適用される措置入院）に対応するため

に知事が指定した病院。 

 

４－１  在宅医療の推進 

※１ 在宅療養者及び療養病床入院患者等に係る実態調査 

山梨県内の在宅医療提供体制の実態、在宅療養者と療養病床入院患者の実態を把

握するために、山梨県立大学看護学部が山梨県の委託を受け、平成28年1 月～11月

下旬（調査基準日：Ｈ28.11.1）に、療養病床で受けている医療処置や退院の見通し等を

調査し、平成29年3月に報告したもの。 

 

４－２－１  自殺対策の推進（住所地） 

※1 ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声かけ、話

を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることが出来る人。｢命の門番｣とも位置

づけられる人。  

 

※2 富士・東部保健所地域セーフティネット連絡会議 

富士・東部地域における自殺対策の課題について、関係機関及び関係団体が情報を

共有、市町村等の地域における自殺対策の取組を促進し、地域住民の心の健康維持・

向上及び自殺者の減少につなげることを目的として、平成20年度から実施している。 

 

４－２－２  自殺対策の推進（ハイリスク地） 

※1 健やか樹海ウォーク 

青木ヶ原樹海のイメージアップを図るために、豊かな自然の中をウォーキングするこ

とで青木ヶ原樹海の魅力を再認識してもらえるよう、平成21年度から実施している自殺

予防事業。 

 

※2 いのちをつなぐ青木ヶ原ネットワーク会議 

平成20年度に発足。青木ヶ原樹海所在の町村や地元企業等が共同し、地域ぐるみで

青木ヶ原樹海における自殺対策に取り組んでいる。 

 

※3 声かけボランティア養成研修会 

自殺企図の疑いのある者への声かけと関係機関との連携強化を目指し、青木ヶ原樹

海における自殺予防のためのボランティア（ゲートキーパー）の養成を行う。 

 

 

 



 

 

 

４－３  生活習慣病対策〈発症予防・重症化予防〉の推進 がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病 

※1 富士・東部地域・職域保健連携推進協議会 

平成19年度から開催されている。地域住民の生涯を通じた継続的な健康管理を図る

ため、地域保健・職域保健及び関係団体が連携し、効果的かつ効率的な保健事業を展

開、推進することを目的とし、富士・東部保健福祉事務所、管内市町村、医師会、健診機

関、保険者、職域代表者により構成され管内の健康増進及び生活習慣病対策について

協議、検討を行う。 

 

※2 愛育会 

山梨県では昭和12年に旧源村（現 南アルプス市）に発足した地縁組織。当初は母

子を対象に声かけ等の活動を実施し、健康増進を図った。時代の変遷に伴い、母子の

みならず、健診受診の声かけ等も実施している。地域のなかで健康を守る活動を実施

している。 当管内には、3市4村に組織化されている。 

 

※3 食生活改善推進員 

山梨県では、昭和39年に早川町で発足している地域組織。食生活改善や減塩をス

ローガンに揚げ、地域住民に食生活に関する知識の普及を図っていく活動を実施して

いる。管内各市町村に組織化されている。 

 

４－４  感染症対策の強化 

※1 業務継続計画（ＢＣＰ） 

 災害発生時など、人材や資材に制約がある状況下でも、適切に業務を進めるために

備えておく計画であり、被害想定や優先すべき業務の整理、人員の配置案などをあら

かじめ定めておくもの。 

 

※2 診療継続計画 

 新型インフルエンザ等が発生した際に、医療機関が診療を継続し、急激に増加する新

型インフルエンザ等の患者への対応とその他の慢性疾患の患者への医療を平時より

も少ない医療スタッフで提供するための、診療継続の方法についてあらかじめ検討し

たもの。 

 

※3 山梨県重大感染症危機管理協議会 

 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の発生時のま

ん延防止及び医療連携体制の整備の推進を図るため、山梨県健康増進課が事務局と

なって平成28年度に設置された。 

 

※4 新型インフルエンザ等対策会議 

 山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、地域の関係者と連携を図りな

がら医療に関わる体制を整備する目的で開催される。 

 

※5 感染症発生動向調査 

 昭和56年に開始された。全数把握対象疾患については、すべての医療機関から発生

情報を収集し、定点把握対象疾患については定点医療機関から発生情報を収集してい

る。発生情報は分析・公開され、感染症の発生・まん延の予防に役立てている。 

 

４－５  災害時の医療体制整備 

※1 ＥＭＩＳ（イーミス） 

 広域災害・救急医療情報システム（Emergency Medical information system）の略語。県

域を越えて広域的に医療機関の稼働状況、医師・看護師等医療スタッフの状況、ライフ

ラインの状況及び医薬品の備蓄状況等、災害医療に関わる情報の収集、提供を行うイ

ンターネットシステム。 

 

※2 医療救護所 

 市町村災害対策本部長または地区医療救護対策本部長が設置し、負傷者トリアージ、

軽症患者の受け入れや処置等を実施する。 

 

 

 



 

 

 

４－６ 食の安全確保対策の強化  

※1 HACCP（ハサップ） 

危害分析重要管理点の意味で、食品の製造過程において食中毒等の要因となる危

害の発生を防止するための重要ポイントを継続的に監視・記録することにより、一つひ

とつの食品の安全性を確保する衛生管理手法。 

 

※2 食品衛生監視指導計画 

 食品衛生法第24条第1項に基づき、食品の安全性確保のため、食中毒予防への取組

み、本県の実情に合った重点的な監視指導等の実施、監視体制の充実や自主衛生管

理の推進等について知事が定めるもの。 なお、本計画は「食の安全・安全推進条例」

に基づく「食の安全・安心推進計画」と連動し、計画的に施策が実施されている。 

 


